
アニマルウェルフェアとは動物のココロとカラダの状態のことをいいます。
良い状態をたもつために5つの自由をまもって飼うことが大切です。

※飼養や保管の目的に支障を及ぼさない範囲で、人と関わりのあるすべての動物のアニマルウェルフェアに配慮が必要です。
   また、動物の愛護及び管理に関する法律の基本原則では、５つの自由の趣旨を明記し、動物の適切な取扱いを求めています。

飢え・渇きからの自由
例:十分な食べ物や水がもらえること。

不快からの自由
例:暑すぎたり寒すぎたりしない快適な場所ですごせること。

痛み・負傷・病気からの自由
例:ケガや病気がきちんと予防されていること。

恐怖・抑圧からの自由
例:不安にならずに安心してすごせること。

正常な行動がとれる自由
例:本能や習性にあった、動物本来の行動がとれること。
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みんなに知ってほしい

アニマルウェルフェアと
5つの自由


